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○水戸市内原高齢者センター条例施行規則 

平成16年12月22日 

水戸市規則第65号 

改正 平成19年３月30日規則第32号 

平成28年３月31日規則第34号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，水戸市内原高齢者センター条例（平成16年水戸市条例第65号。以下「条例」と

いう。）第10条の規定に基づき，条例の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（使用時間及び休日） 

第２条 水戸市内原高齢者センター（以下「センター」という。）の使用時間は，午前８時30分から

午後５時15分までとする。 

２ センターの休日は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 日曜日及び土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

(3) 12月29日から翌年の１月３日までの日 

３ 前２項の規定にかかわらず，市長は，特に必要があると認めるときは，使用時間及び休日を変更

することができる。 

（平19規則32・一部改正） 

（使用許可の申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は，使用日の３月

前の日から使用日の３日前までに内原高齢者センター使用許可申請書（様式第１号）を市長に提出

しなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。 

２ 市長は，前項の規定による申請を許可したときは，内原高齢者センター使用許可書（様式第２号。

以下「使用許可書」という。）を交付する。 

（使用内容の変更等） 

第４条 センターの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は，使用内容の変更又は取消

しをしようとするときは，使用日の３日前までに内原高齢者センター使用変更（取消）申請書（様

式第３号）に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請を受けたときは，直ちに審査してその適否を決定し，内原高齢者

センター使用変更（取消）許可書（様式第４号）を交付する。 

（使用許可の取消し等） 

第５条 市長は，条例第７条の規定により使用の許可を取り消し，又は使用を中止し，若しくは制限

するときは，内原高齢者センター使用許可取消等通知書（様式第５号）を交付する。 

（使用上の遵守事項） 
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第６条 使用者は，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(1) 許可された施設以外の施設を使用しないこと。 

(2) 施設に設備を付加し，又は設置しないこと。 

(3) 使用する施設の定員を超えて使用しないこと。 

(4) 物品の販売，寄付金の募集等を行わないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(5) 火気を使用しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(6) 壁，柱，扉等に張り紙，くぎ打ち等をしないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(7) 広告その他これに類するものを掲示しないこと。ただし，許可を得た場合を除く。 

(8) 危険物及び他人に迷惑となる物を持ち込まないこと。 

(9) 定められた以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。 

(10) 騒音，怒声等を発し，又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(11) 使用後は，施設の整備及び清掃を行うこと。 

(12) その他センターの職員の指示に従うこと。 

（補則） 

第７条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成17年２月１日から施行する。ただし，次項の規定は，同年４月１日から施行す

る。 

（水戸市内原高齢者センター条例施行規則の一部改正） 

２ 水戸市内原高齢者センター条例施行規則（平成16年水戸市規則第65号）の一部を次のように改正

する。 

〔次のよう〕略 

付 則（平成19年３月30日規則第32号） 

この規則は，平成19年４月１日から施行する。 

付 則（平成28年３月31日規則第34号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は，平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 処分又は不作為についての不服申立てであって，この規則の施行の日（以下「施行日」という。）

前にされた処分又は施行日前にされた申請に対する不作為に係るものについては，なお従前の例に

よる。 

４ 施行日前に作成した各様式の用紙は，施行日以後においても，当分の間，所要の補正を行い，使

用することができる。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

（平16規則65・平28規則34・一部改正） 

 


